
子どもの意見（声）を聞くための取り組み方法 
 

子ども小委員会 

代表 川向 

 

１．目的と取り組み方法 

○北広島の子どもたちの意見を取り入れた、北広島らしい子ども権利条例をつくるため、

「子ども会議」を開催する 

 

２．募集方法  

○公募方式とする。 

○公報 9/15 締め切り 10 月 15 日号に掲載 

○各小・中・高校（北広、西校、日大、白樺）の児童生徒に担任を通してチラシ配布（配付する際

に担任から趣旨の説明をしてもらう）及び北広島駅にポスターを掲示 

○募集期間 １０月１５日～１０月３１日まで 

 

３．募集（参加）要件 

○小学校５年生以上～満１８歳以下で北広島市内に在住または、通学・通勤している人 

 

４．募集人数 

○２０名（最低１５名前後とする） 

※人数に制限は設けず、申込者は全員参加できる。   

 

５．会議の進め方（案） 

子ども会議までの間にまず、３回程度集まる 

1 回目 ①自己紹介 

②子どもの権利条約について理解を深めるための学習会 

→人権啓発ビデオ（人権教育啓発推進センター） 

 札幌市子ども未来局子どもの権利推進課編集発行のパンフレットを使用し、読みあう

。 

③専門家から人権について、条例について話を聞く（予算があれば） 

2 回目 各自、子どもの権利について大切だと思っていること、望んでいること 

    や今困っていることなど発表。 

    アンケート結果や自由記述欄どう考えるのかの話し合いでもよい。 

3 回目 ２回目で発表したことの内容で困っていることの解決策や救済方法について話し合う。 



4 回目  「子ども会議」 条例素案について、盛り込んで欲しいこと（内容・言葉など）意見表明

まとめて、子どもの小委員会から検討委員会に提案 

 （必要であれば、直接、検討委員会に提案） 

進行する人（コーディネータ）は検討委員以外で子どもの権利の専門家がよい 

と考えるが、予算の関係で今後検討 

 

６．日程 

第１回目 １１月１８日（日） 午前１０時 00 分～２時間程度 

２回目以降については、参加者の意向を聞いて決定する 


